
Title 憲法・刑事手続・予審(1) : フランス法研究の視座

Author(s) 白取, 祐司; SHIRATORI, Yuji

Citation 北大法学論集, 41(2), 41-69

Issue Date 1990-12-14

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16760

Type departmental bulletin paper

File Information 41(2)_p41-69.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



一

論

説

二

憲
法
・
刑
事
手
続
・
予
審
戸ー、

一、ー〆

|
|
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
の
視
座
|
|

目

次

第

章

序
章
|
|
問
題
関
心

憲
法
規
範
と
刑
事
手
続

第
二
章

刑
事
手
続
上
の
人
権
の
性
格

II 

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
そ
の
後
の
展
開

I
 
I
 
I
 
一
九
五
八
年
憲
法
と
憲
法
院

予
審
の
憲
法
論
的
枠
組
み
の
検
討

第

節

序
ー
ー
刑
事
手
続
に
お
け
る
予
審
の
重
要
性

白

取

祐

司

北法41(2・41)551



説論

第
二
節

刑
事
司
法
機
能
の
分
離
(
原
則
)

フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
の
特
色
と
し
て
の
機
能
分
離

11 

刑
事
司
法
機
能
分
離
原
則
の
政
策
的
基
礎

I
 
I
 
I
 
訴
追
機
能
と
判
決
機
能
の
分
離
(
原
則
)

IV 

予
審
・
判
決
手
続
の
分
離
(
原
則
)
(
以
上
、
本
号
)

第

節

予
審
の
主
宰
者
H
裁
判
官
(
原
則
)

予
審
判
事
は
「
公
正
」
か

11 

予
審
審
理

I
 
I
 
I
 
予
審
判
事

第
四
節

括

第
三
章

予
審
に
お
け
る
人
権
保
障
|
|
も
う
ひ
と
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

結

語

序
章
|
|
問
題
関
心

本
稿
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
予
審
が
憲
法
お
よ
び
憲
法
規
範
性
を
も
っ
と
さ
れ
る
人
権
宣
言
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与

え
ら
れ
て
い
る
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
在
、

フ
ラ
ン
ス
の
予
審
は
強
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
曲
が
り
角
に
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
今
日
で
も
予
審
の
擁
護
論
も
根
強
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く
今
後
の
帰
趨
は
軽
々
に
は
予
測
し
が
た
い
面
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
八
一
年
に
死
刑
を
廃
止
し
た
が
、
予
審
の
廃
止
は
、
あ
る
意
味

で
は
死
刑
以
上
に
政
治
的
、
実
務
的
に
困
難
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
予
審
は
、
新
憲
法
と
相
い
れ
な
い
と
し
て
戦
後
応
急
措
置
法
ご
九
四
七
年
公
布
)
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
一
定
の

歴
史
的
総
括
も
行
わ
れ
て
い
る
が
)
、
わ
が
国
の
予
審
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
予
審
は
憲
法
上
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ

て
い
る
の
か
。
従
来
、
こ
の
疑
問
に
応
え
る
研
究
は
、
日
仏
と
も
に
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
研
究
が
乏
し
い
の
は
、
フ
ラ
ン

フ
ラ
ン
ス
で
も
議
論
が
少
な
い
の
は
次
の
事
情
に
よ

る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
フ
ラ
ン
ス
は
近
年
ま
で
裁
判
所
に
合
憲
性
審
査
権
が
原
則
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
予
審

ス
で
余
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
か
ら
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、

を
は
じ
め
と
す
る
刑
事
手
続
が
憲
法
規
範
に
適
合
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
意
識
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
、
②
わ
が
国
は
戦
後
に
な
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
法
の
影
響
で
憲
法
的
刑
事
訴
訟

(ng色
E
巴

g
m
-
2
5古
田
]
胃

2
0
E
B
)
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
刑
事
訴
訟
法
の
議
論
に
際

し
て
憲
法
を
引
き
合
い
に
だ
す
の
が
流
行
と
し
て
定
着
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
な
い

こ
と
、
③
予
審
に
つ
い
て
い
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
予
審
は
幾
多
の
制
度
改
革
を
経
て
防
禦
権
な
ど
人
権
保
障
へ
の
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

憲法・刑事手続・予審(1)

し
か
し
、
第
五
共
和
制
憲
法
の
下
で
新
た
に
設
け
ら
れ
た
憲
法
院
と
そ
の
人
権
保
障
機
関
と
し
て
の
発
展
は
、
刑
事
手
続
、
予
審
の
問
題

と
て
憲
法
と
は
無
関
係
に
は
存
し
え
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
憲
法
研
究
者
等
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
少
し
ず
つ
筆
者
の
問
題
関
心

に
応
え
る
論
稿
も
現
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
比
較
的
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
を
参
考
に
し
な
が
民
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
・
刑
事
手

続
・
予
審
の
位
置
づ
け
を
問
い
返
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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1
)
J
・E
・
s・
へ
イ
ワ
l
ド

H
川
崎
信
文
ほ
か
訳
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ラ
ン
ス
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治
百
科
(
下
)
』
(
原
著
』
・
出
〉
ペ
巧
〉

5
・
c
g
mさ
3
h
、
ミ
実
h

・
5
毘
w
F
O
D己
O
ロ)



説

ご
九
八
七
、
動
草
書
房
一
)
二
三
四
頁

1
二
三
五
頁
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
の
指
摘
で
あ
る
が
、
「
予
審
判
事
は
、
警
察
が
い
か
に
し
て
自
白

を
得
た
か
に
は
関
知
せ
ず
、
か
れ
の
前
に
連
行
さ
れ
た
人
物
に
明
白
な
殴
打
の
跡
が
あ
る
場
合
で
さ
え
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
警
察
は
、
予
審
判

事
が
現
実
に
は
法
務
省
の
検
察
官
に
従
属
し
て
い
る
た
め
、
か
れ
ら
の
行
動
を
調
査
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
。
:
:
:
予
審
判
事

は
実
際
に
は
警
察
長
官
の
補
助
機
関
に
な
り
さ
が
っ
て
い
る
。
政
府
へ
の
忠
誠
が
疑
わ
し
い
と
さ
れ
た
予
審
判
事
は
、
警
察
の
監
視
下
に
お
か
れ

か
ね
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
他
方
、
恒
光
徹
寸
フ
ラ
ン
ス
刑
事
司
法
に
お
げ
る
対
抗
と
合
意
L

『
法
の
科
学
』
一
五
号
(
一
九
八
七
)
一
一
ニ

O

頁
は
、
「
現
在
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
強
制
捜
査
の
中
心
は
、
わ
が
国
の
よ
う
な
警
察
・
検
察
で
は
な
く
、
独
立
し
た
司
法
官
で
あ
る
予
審
判
事

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
き
、
社
会
的
合
意
が
存
在
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
一
九
九

O
年
六
月
二
八
日
に
公
表
さ
れ

た
刑
事
手
続
の
改
革
に
関
す
る
デ
ル
マ
ス
・
マ
ル
テ
ィ
報
告
(
]
巾
『
白
唱
。
江
口
巳

5
2・
冨
白
円
片
山
『
凹
口
三
回
芯
守
口
吋
戸
巾
骨
-
印
有
。
n
m
a
R
巾
志
ロ
丘
町
)

は
、
単
な
る
予
審
判
事
の
廃
止
で
は
な
く
、
予
審
判
事
の
捜
査
機
能
と
裁
判
機
能
を
は
っ
き
り
分
け
る
こ
と
を
提
唱
す
る

pm
冨
O
ロ
号
-
S
Y
E

H
申

U
C
)

。

(
2
)
小
田
中
聴
樹
「
予
審
を
廃
止
し
た
こ
と
の
評
価
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』
(
一
九
七
九
)
一

O
O頁
〔
同
『
刑
事
訴
訟
と

人
権
の
理
論
』
(
一
九
八
三
、
成
文
堂
)
所
収
〕
、
座
談
会
「
予
審
制
度
に
つ
い
て
L

『
法
の
支
配
』
五
九
号
ご
九
八
四
)
五
五
頁
。

(3)
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
最
も
詳
細
な
概
説
書
で
あ
る
周
忌
E
E
2
P
〈
弓
C
W
同
ヨ
ミ
町
h
h
h
同
町
、
功
、
q
N
.
H
町
、
吋
.
さ
刊
誌
色
、
N
o
m
a
-
-
け
戸

E
3
・
で
も

総
論
と
し
て
民
事
訴
訟
と
の
対
比
、
行
政
手
続
、
懲
戒
手
続
と
の
対
比
は
あ
る
が
、
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
他
の
概
説
書
、

た
と
え
ば
ω
斗
開

E
z
-
-
E
〈
〉
印
印
E
F
図
。

C
F
R
1
字
。
門
町
、
建
問
、
E
b
h
町
w
H
N
E
-
-
昌
宏
(
津
登
ほ
か
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
事
訴
訟
法
〕
』

(
一
九
八
二
年
、
成
文
堂
)
)
で
も
、
右
の
他
刑
法
と
の
関
係
を
述
べ
る
も
の
は
あ
る
が
憲
法
と
刑
事
法
に
つ
い
て
特
に
触
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
。

た
だ
し
、
注

(
5
)
の
プ
ラ
デ
ル
教
授
の
概
説
書
は
こ
の
点
に
触
れ
て
詳
し
い
。

(
4
)
③
の
予
審
改
革
の
う
ち
防
禦
権
の
保
障
を
初
め
て
実
現
し
た
一
八
九
七
年
法
律
に
つ
き
、
拙
稿
「
予
審
改
革
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
一
八
九
七
年

法
律
の
制
定
過
程
」
『
札
幌
学
院
法
学
』
五
巻
二
号
こ
九
八
九
)
一
頁
参
照
。

(
5
)
吋

-
m弓
S
C
H
-
h
h
円
。
s
~
町
町
民
N
S
S
L同
H
N
.
言
及
。
お
お
ミ
ミ
~
ぱ
ミ
H
0
3
.
F
h
h
芯
込
町
S
マF
E
∞
h
p
w
℃
・
h
p
N
H
2
印
一
』
・
司
同
〉
巴
何
回
J
H
U
司
、
。
町
民
民
N
h
s
h
v
h
s
h
N
N
吋
w
N
O

E
-
w
E
g
一
円
、
.
2
E
F
E
S
S
5
5
0
3
s
b
h
S
R
o
s
h
e
h
ぎ
た
』
v
h
a
a
~
k
y
g
h
b札
F
H
P
ω
・
戸
呂
田
・
℃
・
吋
H
H
一
司
-
S
2
2
E
F
h
a

志
向
ミ
h
S
凡
な
ミ
ミ
同
九
r
h
E
5
h
c
v
ミ
吾
ミ
h
同
室
町
町
、
N
h
n
g
ミ
N
E
S
S
忠
良
一
。
室
町
h
H
N
・
ω
-
n
-
w
E
∞
∞
・
℃
・
H
-

論

北法41(2・44)554



第
一
章

憲
法
規
範
と
刑
事
手
続

I 

刑
事
手
続
上
の
人
権
の
性
格

憲法・刑事手続・予審(1)

憲
法
の
諸
原
理
の
発
展
の
中
で
も
、
人
権
の
問
題
、
と
り
わ
け
刑
事
上
の
人
権
の
確
立
と
展
開
が
中
心
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
刑
事
手
続
は
、
国
家
権
力
と
個
人
の
聞
に
存
す
る
法
律
関
係
の
最
も
明
白
な
発
現
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
刑
事
手
続
は
、
憲
法
が
国
家
機
構
か
ら
保
護
し
よ
う
と
す
る
公
的
自
由

(5ゆ
え
骨
匂
吾
z
o
g由
)
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
心
的
内
容
を
な
す
。
日
本
国
憲
法
が
一

O
箇
条
も
の
刑
事
上
の
人
権
規
定
を
お
い
た
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
直
接
刑
事
上
の
人
権
に
関
わ
る
と
認
め
ら
れ
る
規
定
と
し
て
は
六
六
条
、
一
ニ
四
条
く
ら
い
し
か
置
か
れ
て
い
な
い

が
、
そ
の
前
文
で
一
七
八
九
年
「
人
及
び
市
民
の
権
利
宣
言
(
ロ
m
n
E
E広
O
ロ
己
2
ロ
g
宮内凶

o-t
。5
5
0
2
己ロ

Q
Z
3ロ
門
吉
民

8
2

口
包
)
」
(
以
下
、
寸
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
L

と
呼
ぶ
)
を
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
宣
言
の
刑
事
上
の
人
権
・
基
本
原
理
も
法
規
範

性
を
有
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
規
範
の
重
要
部
分
と
し
て
刑
事
手
続
お
よ
び
刑
事
実
体
法
上
の
人
権
の
存
す

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
デ
ラ
ン
ド
ル
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
一
七
箇
条
の
う
ち
三
つ
を
数
え
る
刑
事
上
の
人
権
を
「
最
も
ポ
ジ
テ
イ

ヴ
な
規
定
で
あ
る
L

と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
刑
事
上
の
人
権
一
般
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
上
の
人
権
は
、
国
家
刑

(
た
と
え
ば
、
権
限
分
離
、
司

北法41(2・45)555

罰
権
に
対
時
す
る
点
で
常
に
国
家
権
力
と
の
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
し
、

法
的
抑
制
等
)
に
つ
い
て
難
し
い
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
保
障
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
す
る
か



説
呈A、
両冊

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
と
そ
の
後
の
展
開

と
こ
ろ
で
、
一
七
八
九
年
の
革
命
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
の
相
次
ぐ
基
本
法
な
い
し
人
権
宣
言
は
刑
事
司
法
に
つ
い
て
絶
え
ず
言
及
し
て
き
た
。

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
で
直
接
言
及
さ
れ
た
刑
事
法
上
の
人
権
と
し
て
は
、
①
法
定
手
続
の
保
障
(
七
条
)
、
②
罪
刑
法
定
主
義
(
八
条
)
、

③
「
無
罪
の
推
定
L

原
則
(
九
条
)
で
あ
る
が
、
一
七
九
一
年
憲
法
(
第
三
篇
第
五
章
第
九
条
第
七
項
)
は
一
事
不
再
理
原
則
を
初
め
て
保

障
し
、
一
七
九
一
年
九
月
一
六
|
二
九
日
法
律
(
犯
罪
と
刑
罰
法
典
)
で
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
た
。
右
の
う
ち
、
罪
刑
法
定

主
義
を
除
く
と
、
他
は
す
べ
て
刑
事
手
続
上
の
人
権
な
い
し
そ
の
原
理
で
あ
る
。
予
審
に
関
し
て
は
、
一
七
九
三
年
憲
法
九
六
条
が
「
予
審

は
公
開
と
す
る
」
と
定
め
る
以
外
、
直
接
関
連
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
起
訴
陪
審
は
、
革
命
前
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー

ム
下
の
「
予
審
L

の
否
定
と
い
う
側
面
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
間
法
時
代
を
経
て
一
八

O
八
年
治
罪
法
典
に
な
る
と
、

非
公
開
で
札
問
的
な
予
審
が
復
活
す
る
。
そ
し
て
、
中
間
法
時
代
の
右
寸
予
審
の
公
開
L

規
定
を
除
く
と
、
刑
事
上
の
右
基
本
原
則
は
、
今

日
ま
で
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

Il 憲
法
に
基
礎
を
も
っ
多
く
の
刑
事
上
の
人
権
の
う
ち
、
本
稿
に
特
に
関
係
す
る
の
は
、
「
無
罪
の
推
定
L

原
則
と
「
当
事
者
対
等
」
(
段
丘
町
忠

骨
片
0
5
-
2
1包
含
号
印
)
原
別
で
あ
る
。
前
者
は
、
防
禦
権
の
保
障
、
裁
判
の
公
開
、
裁
判
官
の
公
平
の
保
障
な
ど
の
諸
原
則
と
関
係
す

る
基
本
原
別
で
あ
り
、
後
者
は
、
市
民
の
法
の
下
の
平
等
原
則
の
帰
結
で
あ
り
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
特
別
刑
事
裁
判
所
の
創
設
に

対
す
る
反
動
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。

九
五
八
年
憲
法
と
憲
法
院

さ
て
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

I
 

I
I
 
-

一
九
五
八
年
憲
法
制
定
者
は
、
刑
事
手
続
上
の
保
障
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
第
五
共
和
制
憲
法
は
、

他
の
側
面
で
は
公
的
自
由
の
保
護
に
配
慮
し
て
い
る
の
に
、
刑
事
手
続
に
関
し
て
は
、
限
ら
れ
た
条
文
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
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す
べ
て
の
窓
意
的
拘
禁
の
禁
止
の
宣
言
(
憲
法
六
六
条
)
、
人
身
の
向
由
の
守
護
者
と
し
て
の
裁
判
官
の
役
割
(
同
条
)
お
よ
び
刑
事
手
続
法

規
の
制
定
権
限
の
立
法
者
へ
の
付
与
(
憲
法
三
四
条
)
を
除
く
と
、
現
行
憲
法
は
、
最
終
的
な
起
章
に
先
立
つ
様
々
な
草
案
が
予
想
し
た
と

お
り
、
刑
事
手
続
に
関
し
て
は
簡
潔
に
し
か
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
う
ち
、
六
六
条
は
、
人
身
の
自
由
が
司
法
機
関
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下

に
置
か
れ
る
こ
と
を
規
定
し
、
三
四
条
は
、
刑
事
に
関
す
る
諸
準
則
の
作
成
権
限
を
立
法
者
に
委
ね
る
が
同
時
に
そ
の
範
囲
も
画
定
し
て
い

る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
点
は
次
に
述
べ
る
合
憲
性
審
査
の
及
ぶ
範
囲
の
飛
躍
的
増
大
の
た
め
に
、
法
律
の
領
域
は
著
し
く
狭

い
こ
と
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
事
法
を
支
配
す
る
基
本
原
則
の
大
部
分
は
、
現
行
憲
法
前
文
が
準
拠
す
る
一
七
八
九
年
人
権

宣
言
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。

右
は
実
体
法
規
範
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
憲
法
上
の
実
体
法
規
範
を
「
法
源
L

と
し
て
法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
機
関
が
憲

一
九
五
八
年
憲
法
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
憲
法
院
は
、
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
の

法
院
(
わ
。

ga}gD2-P注
目
。
ロ
ロ
ぬ
乙
で
あ
っ
た
。

憲法・刑事手続・予審(1)

「
結
社
の
自
由
」
に
関
す
る
違
憲
判
決
に
よ
っ
て
憲
法
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
と
そ
の
機
関
と
し
て
の
独
立
性
を
示
す
と
と
も
に
、
人
権
保

障
機
関
へ
の
進
展
も
示
し
、
さ
ら
に
、
一
九
七
四
年
一

O
月
二
九
日
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
議
会
の
少
数
派
に
も
提
訴
権
者
が
拡
大
さ
れ

る
な
ど
の
部
分
改
正
が
実
現
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
憲
法
院
は
人
権
保
障
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
裁
判
機
関
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
。

す
べ
て
の
法
領
域
に
及
ぶ
憲
法
化
の
現
象
は
、
と
り
わ
け
刑
事
手
続
お
よ
び
刑
事
実
体
法
に
関
し
て
際
立
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
第
五
共
和
制
憲
法
が
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
を
憲
法
規
範
と
し
て
取
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
罪
刑
法
定
主
義
、
無
罪

推
定
原
則
、
防
禦
権
の
尊
重
な
ど
多
く
の
帰
結
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を

L
・
ブ
ィ
リ
ッ
プ
は
寸
憲
法
的
刑
事
法

(
-
巾
母
。
一
件
。
。
ロ
∞
号

E
Zロ
ロ
巳
志
ロ
包
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。

北法41(2・47)557

こ
こ
で
、

そ
の
具
体
的
現
れ
を
憲
法
院
判
例
か
ら
概
観
し
て
お
任
。
ま
ず
、
犯
罪
が
犯
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
か
ず
、
あ
る
い
は

公
の
秩
序
が
害
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
か
な
い
警
察
当
局
の
自
動
車
の
捜
索
は
、
司
法
警
察
職
員
お
よ
び
そ
の
部
下
に
付
託
さ
れ
た



説

権
限
を
超
え
る
た
め
、
人
身
の
自
由
の
侵
害
を
構
成
す
る
と
し
た
一
九
七
七
年
一
月
一
二
日
判
決
、
刑
事
に
関
す
る
単
独
裁
判
官
の
問
題
(
一

九
七
五
年
七
月
二
三
日
判
決
)
、
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
(
一
九
七
八
年
七
月
二
七
日
判
決
)
、
不
法
移
民
の
予
防
ご
九
八

O
年
一
月
九
日
判

決
)
、
寸
安
全
と
自
由
L

法
こ
九
八
一
年
一
月
一
九
日
な
い
し
二

O
日
判
決
)
、
税
法
上
の
家
宅
捜
索
(
一
九
八
三
年
一
二
月
二
九
日
判
決
)

論

な
ど
多
数
の
刑
事
法
関
係
の
判
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
注
目
す
べ
き
は
、
憲
法
な
い
し
人
権
宣
言
に
直
接
規
定
さ
れ
て
い
な

い
刑
事
法
上
の
原
則
を
も
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
と
認
知
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
罪
刑
均
衡
原
則
(
ぽ

宵
宮
巳
宮
母
宮
司
告

2
z
oロ
E
E芯
仏

2
忌ロ

g
a
宮
古

g)、
憲
法
的
価
値
を
否
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
刑
罰
個
別
化
原
則
(
ぽ
胃
吉
巳
宮

母
コ
ロ
門

T
E
E
-
2丘町
O
ロ
己

g
匂
色
目
印
)
が
あ
る
が
、
最
も
重
要
な
の
は
、
防
禦
権
尊
重
原
則
(
ぽ
胃
古
色
宮
門
吉
目
的
U
0
2
号
∞
号
0
5

号

E
訟
な

50)
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
則
は
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
に
も
一
九
五
八
年
憲
法
に
も
明
文
は
な
い
が
、
憲
法
院
は
同
原
則
を

共
和
国
憲
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
根
本
原
則
で
あ
る
と
認
知
し
、
法
案
を
無
効
と
し
た
こ
九
七
七
年
一
月
一
二
日
判
決
)
。
そ
の
結
果
、

「
弁
論
の
平
穏
を
確
保
す
る
た
め
」
官
一
誓
が
課
す
義
務
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
弁
護
士
を
裁
判
所
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
認
め
る
法
規
は
違

憲
で
あ
り
(
一
九
八
一
年
一
月
一
九
日
な
い
し
二

O
日
判
決
)
、
同
様
に
、
下
級
担
当
者
の
ひ
と
り
が
犯
し
た
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
で
あ
る
罰

金
の
支
払
い
を
裁
判
所
が
使
用
者
に
命
じ
る
処
分
は
刑
事
処
分
で
あ
る
か
ら
防
禦
権
の
保
障
原
則
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
一
九
七

六
年
一
二
月
二
日
判
決
)

と
判
示
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
一
七
八
九
年
の
諸
原
則
、
お
よ
び
何
よ
り
も
諸
外
国
の
憲
法
裁
判
所
の
司
法
活
動
の
要
と
な
っ
て
い
る
平
等
原
理
の
ほ
か
に
、

刑
事
手
続
固
有
の
諸
原
則
が
憲
法
ブ
ロ
ッ
ク

(
E
R
号

8
5辛
口
己

SE--門
似
)
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
総
体
と
し
て
発
展
し

て
き
た
。

な
お
、
刑
事
訴
訟
の
諸
原
則
と
し
て
は
、
社
会
の
利
益
を
代
表
す
る
寸
公
の
訴
追
」
制
度
お
よ
び
不
服
申
立
制
度
(
破
棄
申
立
制
度
等
)

が
、
右
の
諸
原
則
の
ほ
か
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
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憲法・刑事手続・予審(1)

(6)
後
述
の
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
一
七
箇
条
の
う
ち
、
も
っ
ぱ
ら
刑
事
上
の
人
権
を
規
定
す
る
も
の
だ
け
で
も
三
箇
条
も
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
末
期
に
三
部
会
に
寄
せ
ら
れ
た
多
数
の
請
願
書
(
門
出

E
q∞
)
が
刑
事
上
の
人

権
「
侵
害
」
を
訴
え
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
(
〉
開
印
富
と
戸
自
~
白
雪
司
、
司
h

同町
h

町
、
さ
門
町
、
N
h

司、町内『止さ
3
h
~門
町
同
誌
、
ミ

R
m・
-
∞
∞
戸
匂
・
き
日
l

ち
ご
、
圧
政
へ
の
抵
抗
権
と
い
う
自
由
権
の
特
徴
が
人
権
宣
言
の
中
で
も
刑
事
上
の
人
権
の
中
に
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
理
由
が
読
み
取
れ
よ

〉
「
ノ
。

(7)
後
述
す
る
よ
う
に
六
四
条
、
六
五
条
も
間
接
的
な
か
た
ち
で
機
能
分
離
原
則
な
ど
を
基
礎
付
け
て
い
る
。

(
8
)
冨・
0
何
回
亡
を
ロ
富
山
w

司
令
向
。
凡
可
町
内
。
言
及
H

ミ
N
R
U
S
M
R
~
N
町
、
町
宮
町
司
、
む
き
リ
句
、
同

~MYA河川
w
b
N
h
w
m
Y
4
9

円
・
戸
匂
・
足
・

(
9
)
白
取
祐
司
「
人
権
宣
言
と
刑
事
上
の
人
権
」
守
人
権
宣
言
と
日
本
』
(
一
九
九

O
刊
行
予
定
、
動
草
書
房
)
参
照
。

(
叩
)
白
取
祐
司
『
一
一
事
不
再
理
の
研
究
』
(
一
九
八
六
、
日
本
評
論
社
)
四
三
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
一
八
九
七
年
法
律
の
制
定
過
程
の
議
論
で
予
審
の
「
公
開
し
に
つ
い
て
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
否
定
さ
れ
今
日
に
い
た
っ
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
白
取
祐
司
「
予
審
改
革
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
一
八
九
七
年
法
律
の
制
定
過
程
」
『
札
幌
学
院
法
学
』
五
巻
二
号
(
一
九
八

九
年
)
三
二
頁
参
照
。

(
ロ
)
、
H

J

m

同Z
。C
H
J

口、
-
R
F
w
℃・品
M
Y
ロ
o
Z
N
・
彼
は
、
こ
の
原
則
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
以
下
の
条
文
を
あ
げ
る
。
一
七
九
一
年
九
月
三
日
憲
法
五

章
九
条
、
一
七
九
三
年
六
月
二
四
日
憲
法
九
六
条
、
共
和
歴
三
年
フ
リ
ュ
ク
テ
ィ
ド

l
ル
(
実
月
)
五
日
憲
法
二
二
二
条
以
下
、
憲
法
六
二
条
、

六
三
条
お
よ
び
六
四
条
、
一
八
一
四
年
六
月
四
日
憲
法
六
四
条
、
六
五
条
、
一
八
一
五
年
四
月
二
二
日
追
加
法
令
(
〉
三
巾
目

E
E
Cロ
ロ
巳
)
五
二

条
、
五
三
条
、
一
八
三

O
年
八
月
一
四
日
憲
法
五
五
条
、
五
六
条
、
一
八
四
八
年
一
一
月
四
日
共
和
国
憲
法
八
二
条
、
八
三
条
お
よ
び
八
四
条
:
:
・
。

「
司
法
の
無
償
性
L

の
観
念
は
、
二
月
革
命
の
精
神

(g℃
ユ
円
宮
即
日
ロ
S
F
E
g
E
)
の
結
果
で
あ
る
(
一
八
四
八
年
憲
法
八
一
条
)
。

(
日
)
中
村
睦
男
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
憲
法
裁
判
機
関
へ
の
進
展
L

『
北
大
法
学
論
集
』
二
七
巻
三
・
四
号
ご
九
七
七
)
二
六
二
頁
、
北
川
善
英
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
『
憲
法
裁
判
』
」
『
法
の
科
学
』
一
五
号
(
一
九
八
七
)
一
一
二
頁
以
下
。
こ
れ
を
L
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
は
「
憲
法
は
一
九
七
一
年

判
決
に
よ
っ
て
主
要
な
法
源
に
変
わ
っ
た
」
と
い
う
。
「
司
E
E
p
h
Q
Eま
泣
き
さ
さ
悼
む
な

.sS誌
を
丸
さ
号
、
雪
ミ

H
Y
S
2
P
閉山・

ω・
(υ
・-

H

也∞印
w

円)・吋
H
H

・

(
H
)
円
、
.
司
回
目
ロ
フ
。
、
.
円
凡
円
唱
匂
・
吋
一
戸
ω

(

江

川

)

』

1~vR-

北法4H2・49)559



説

(
日
)
円
、
司
出
戸
巧
w

。
も
・
町
民
同
よ
℃
・
ご
め
・

(口
)
U
m
n
E。ロロ・

2
ム
ミ
ロ
ロ
円
四
2
5
2
N
C
Yロ〈・

5
巴
・
河
町
内
・
匂
-
E
-
判
決
文
で
は
、
寸
法
は
厳
格
か
つ
明
確
に
必
要
な
刑
罰
の
み
を
規
定

す
べ
き
原
則
L

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
原
則
を
憲
法
院
は
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
八
条
寸
法
は
、
厳
格
か
つ
明
確
に
必
要
な
刑
罰
の
み
を
規
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
部
分
か
ら
導
い
て
い
る
。

(
回
)
』
『
念
丸
・
前
注
と
同
じ
事
件
で
、
提
訴
権
者
は
、
刑
罰
個
別
化
原
則
も
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
八
条
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
主
張
し
た
が
、
憲
法

院
は
「
同
条
は
、
刑
罰
の
必
要
性
は
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
る
者
の
人
格
の
観
点
の
み
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
こ
と
ま
で
示
唆
し
て
い
な
い
」
と
し

て
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
。

(
凹
)
例
と
し
て
、
共
和
歴
八
年
憲
法
六
三
条
が
、
明
示
的
に
公
訴
制
度
を
承
認
し
て
い
た
。
今
日
、
よ
り
鮮
明
な
弾
劾
化
へ
の
傾
向
の
進
展
は
、
言

葉
の
新
し
い
意
味
で
、
訴
追
と
防
禦
の
平
等
(
対
等
)
関
係
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
コ
ン
セ
イ
ユ
ニ
ア

タ
の
判
例
に
つ
き
、
]
同
》
・
∞
2
2
z
-
h同
冶
鳴
門
尽
き
怠
註
ミ
ミ
町
内

~SHV3.S円
e
s
R
s
h
S
Nミ

h刊
誌
号
。
m
H
h
E
E
E
h
vさ
町
民
Nh夜
、
町
3RN守

¥
s
s
n
b号
、
。
・
同
V-H叶
1H∞
ロ
。
4
・
早
∞
N
-

匂-
M

・
参
照
。
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論

第
二
章

予
審
の
憲
法
論
的
枠
組
み
の
検
討

第
一
節

序
ー

l
刑
事
手
続
に
お
け
る
予
審
の
重
要
性

予
審
は
、
刑
事
手
続
の
要
の
段
階
の
ひ
と
つ
を
構
成
す
る
。
む
ろ
ん
、
予
審
は
歴
史
的
に
は
札
問
原
理
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
時

代
の
要
請
に
応
じ
た
幾
多
の
修
正
を
経
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

一
八
九
七
年
一
二
月
八
日
法
律
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
の

予
審
は
対
審
化
を
実
現
し
、
黙
秘
権
、
弁
護
権
が
実
質
的
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
機
能
的
に
み
れ
ば
、
予
審
は
、
判
決
手
続
に
先

立
っ
て
訴
追
さ
れ
た
者
の
未
決
拘
禁
を
維
持
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
通
常
予
審
機
関
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
寸
人
身
の
自
由
の
保
護
」



に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
判
決
裁
判
所
を
構
成
す
る
裁
判
官
が
判
決
す
る
の
は
、
予
審
が
職
務
と
し
て
集
め
た
証
拠
資
料
に
よ

る
と
い
う
意
味
で
は
寸
判
決
裁
判
官
の
公
正
」
に
も
直
接
的
な
影
響
を
与
え
る
。

こ
の
意
味
で
、
裁
判
官
の
公
正
(
百
官
ユ

E
志
)
お
よ
び
す
べ
て
の
「
偏
見
(
胃
今
吉
丸
)
L

の
排
除
の
憲
法
的
要
求
の
満
足
は
、
刑
事
手

続
の
二
つ
の
伝
統
的
原
則
の
宣
明
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
刑
事
司
法
の
機
能
の
分
離
の
尊
重
で
あ
り
、
第
二

に
、
予
審
機
能
の
裁
判
官
へ
の
付
与
で
あ
る
。

第
二
節

刑
事
司
法
の
機
能
の
分
離
(
原
則
)

フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
の
特
色
と
し
て
の
機
能
分
離

憲法・刑事手続・予審(1)

フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
の
本
質
的
な
特
色
の
ひ
と
つ
は
、
刑
事
機
能
の
分
離
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
法
典
は
刑
事
手
続
を
三
つ
の
段
階
に

区
分
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
を
追
及
し
公
訴
を
始
動
さ
せ
る
「
訴
追

esac-Z)L(刑
訴
法
典
コ
二
条
)
、
次
に
予
審
被
疑
者
に
対

し
て
集
め
ら
れ
た
証
拠
の
収
集
と
そ
の
関
連
性
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
予
審
(
宮
え
E
2
Eロ
)
」
(
同
四
九
条
一
項
)
、
さ
い
ご
に

被
告
人
を
無
罪
ま
た
は
有
罪
で
処
罰
す
る
た
め
の
「
判
決
手
続
(
}
話
一
巾

E
B門
)
」
が
続
く
。
各
機
能
の
分
離
を
認
め
る
こ
と
は
、
観
点
を
変
え

れ
ば
各
機
関
の
「
独
立
性
(
宮
伝
吉

E
S
R
)」
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
刻
。

機
能
分
離
の
原
則
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
手
続
の
各
段
階
が
異
な
っ
た
司
法
官
(
検
察
官
、
予
審
判
事
、
裁
判
官
)
に
委
ね
ら
れ
る

こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
、
権
限
を
単
一
の
機
関
に
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
念
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
か
く
し

て
、
権
限
の
分
離
は
、
裁
か
れ
る
者
に
と
っ
て
は
、
司
法
の
公
正
さ
の
担
保
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
二
つ
の
角
度
か
ら
の
犯
罪
行
為
の
完
全
な
テ
ス
ト
1
1
1
事
実
の
確
認
(
訴

北法41(2・51)561



論

追
)
、
証
拠
の
収
集
(
予
審
)
、
そ
し
て
罪
責
の
認
定
お
よ
び
行
為
者
人
格
に
適
し
た
刑
の
決
定
(
判
決
手
続
)
|
|
は
、
予
め
用
意
さ
れ
た

意
見
の
作
成
が
禁
じ
ら
れ
、
被
告
人
に
向
け
ら
れ
た
嫌
疑
に
つ
い
て
何
度
も
別
の
機
関
が
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
判
の
リ

ス
ク
を
大
幅
に
減
じ
る
と
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
刻
。
こ
の
よ
う
な
区
切
り
は
、
各
段
階
ご
と
に
新
し
い
視
点
か
ら
記
録
に
取
り
組
む
こ
と
に
な

る
だ
け
に
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

北法41(2・52)562

説

刑
事
司
法
機
能
分
離
原
則
の
政
策
的
基
礎

右
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
独
特
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
刑
事
司
法
機
能
の
分
離
は
、
単
な
る
技
術
的
な
処
置
以
上
の
、
刑
事
手
続
に
お
け

る
人
身
の
自
由
の
保
護
原
則
の
ひ
と
つ
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
「
と
り
わ
け
分
離
の
中
に
、
人
身
の
自
由
の
保
護
の
手
段
を
認
め
う
る
。

何
故
な
ら
、
別
々
の
司
法
官
が
相
互
に
監
視
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
く
誤
り
を
正
し
職
務
の
ミ
ス
を
な
く
す
こ
と
が
可
能

に
な
る
」
。
メ
ル
ル
・
ヴ
ィ
テ
ュ
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
原
則
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
理
念
た
る
権
力
分
立
に
よ
る
権
力
の
抑

止
の
理
念
に
由
来
す
る
L

。

II こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
機
能
の
分
離
が
革
命
期
に
発
達
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
当
時
の
憲
法
典
で
明
示
的
ま
た
は
黙
示

的
に
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
十
分
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
最
高
法
規
が
こ
の

手
続
原
則
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
永
続
性
、
そ
の
安
定
し
た
適
用
、
自
由
保
護
へ
の
そ
の
効
果
か
ら
み
て
、
権
限
分
離
原
則
が
憲
法

的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
権
限
分
離
原
則
が
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
同
原
則
の
違
反
が
憲
法
違
反
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
、
議
会
の
少

数
派
に
よ
る
向
原
則
違
反
を
理
由
と
す
る
提
訴
も
ま
た
、
何
度
も
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
重
罪
院
の
言
渡
し
た
刑
の
執
行

に
関
す
る
重
罪
控
訴
部
の
権
限
に
つ
き
争
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
憲
法
院
は
一
九
七
八
年
一
一
月
二
二
日
判
決
に
よ
り
、
理
由
不
備
で
斥
け
た
。



ま
た
、
予
審
判
事
の
資
格
の
な
い
裁
判
官
に
対
し
、

一
定
の
自
由
侵
害
罪
あ
る
い
は
加
重
盗
罪
の
場
合
に
警
察
留
置

(mR母
印

g巾)
の

延
長
を
認
め
る
寸
安
全
と
自
由
L

法
(
一
色

B
E
2
m
g二
知

的

臥

2
ユ
広
巾
仲
間
肖
♀

S
E
E
S
-
E
q広
母
印
宮
門
印
。
ロ
ロ
巾
印
)
三
九
条
の
違
憲
性

が
主
張
さ
れ
た
。
主
張
の
要
点
は
、
右
の
よ
う
な
一
定
の
犯
罪
の
被
疑
者
の
警
察
留
置
の
二
四
時
間
の
延
長
を
許
可
す
る
権
限
を
予
審
判
事

の
資
格
の
な
い
裁
判
官
に
認
め
た
三
九
条
は
、
そ
の
後
に
そ
の
被
疑
者
の
事
件
の
判
決
裁
判
所
の
裁
判
長
も
し
く
は
合
議
体
の
構
成
員
と
し

て
審
判
す
る
か
も
し
れ
な
い
裁
判
官
に
被
疑
者
に
対
す
る
保
障
な
し
に
延
長
の
た
め
の
証
拠
の
検
討
を
委
ね
、
そ
の
被
疑
者
の
罪
責
を
事
前

判
断
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
憲
法
六
六
条
か
ら
導
か
れ
る
機
能
分
離
原
則
に
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
憲
法
院
は
、

一
九
八
一
年
一
月
一
九
日
l
二
O
日
判
決
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
仮
に
裁
判
官
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
警
察
留
置
の
延
長
を
許
可
す
る
た
め
に
関
与
す
る
こ
と
が
憲
法
六
六
条
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
い
か
な
る
原
理
な
い
し
原
則
も
、
こ
の
裁
判
官
が
予
審
判
事
の
資
格
を
も
つ
こ
と
ま
で
要

求
し
て
い
な
い
。

憲法・刑事手続・予審(1)

裁
判
官
が
、
警
察
留
置
の
二
四
時
間
の
延
長
を
許
可
す
る
た
め
に
、
記
録
を
必
然
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
彼
は
予

審
行
為
を
行
っ
た
わ
け
で
も
、
関
係
人
の
罪
責
を
事
前
に
判
断
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
当
憲
法
院
に
提
訴
さ
れ
た
法
律
三
九
条
は
合
憲
で
あ
る
」

立
法
手
続
の
不
備
を
理
由
と
し
て
実
体
に
つ
き
判
断
す
る
の
を
拒
否
し
た
が
、
刑
事
手
続
の
機
能
の
分
離
違
反
を
特
に
指
摘
し
た
憲
法
院

判
例
と
し
て
、
一
九
八

O
年
七
月
二
二
日
判
決
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
院
に
異
議
申
立
て
の
あ
っ
た
法
律
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
と
幾
つ

か
の
立
法
規
定
を
フ
ラ
ン
ス
圏
外
で
認
め
る
法
律
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
定
事
件
に
つ
き
同
一
司
法
官
(
裁
判
官
)
に
、
判
決
手
続
の
役
割

の
外
に
予
審
判
事
の
機
能
お
よ
び
検
察
官
に
属
す
る
権
限
も
与
え
た
。
た
だ
し
、
当
該
司
法
官
は
、
検
察
官
に
属
す
る
意
見
表
明
、
論
告
な

ど
は
で
き
な
い
。

北法41(2・53)563



説

し
か
も
立
法
者
は
、
非
常
に
は
っ
き
り
と
、
フ
ラ
ン
ス
海
外
領
土
の
一
定
の
裁
判
所
に
つ
い
て
機
能
分
担
原
則
の
例
外
を
保
持
す
る
こ
と

を
明
言
し
た
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
刑
事
訴
訟
法
典
四
九
条
で
あ
り
、
同
条
は
予
審
権
限
と
判
決
権
限
の
分
離
を
明
示
し
て
い
る
の
だ

が
)
、
立
法
者
は
、
予
審
判
事
の
機
能
を
行
使
す
る
一
審
裁
判
所
の
あ
る
部
を
委
ね
ら
れ
た
裁
判
官
は
「
同
条
二
項
の
特
例
と
し
て
、
自
ら
予

審
審
理
し
た
事
件
の
審
判
を
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
た
(
法
案
の
二
|
六
条
)
。

こ
れ
に
対
し
て
憲
法
院
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
当
院
に
係
属
中
の
、
海
外
領
土
の
刑
事
裁
判
所
の
公
正
と
管
轄
を
定
め
る
法
律
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
海
外
領
土
に
も
適
用
さ
れ
る
刑

事
訴
訟
法
典
の
諸
規
定
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
法
が
採
用
し
た
刑
事
裁
判
所
は
、
海
外
領
土
の
各
島
の
特
殊
性
、
広
い
地
域
へ
の
裁

判
所
の
散
逸
、
人
口
密
度
の
低
さ
、
交
通
の
困
難
性
を
考
慮
し
て
フ
ラ
ン
ス
本
土
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
た
と

え
ば
、
あ
る
区
域
で
は
、
違
警
罪
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
合
議
体
の
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
を
望
ん
で
も
単
独
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

同
様
に
、
あ
る
区
域
で
は
、
一
人
の
裁
判
官
が
同
一
事
件
に
つ
い
て
、
本
土
で
は
検
察
官
、
予
審
判
事
に
分
離
し
て
い
る
諸
機
能
を
連
続
し

るA、
白岡

て
行
使
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

海
外
領
土
の
刑
事
司
法
に
関
し
、
各
領
土
に
固
有
の
条
件
を
考
慮
し
た
特
別
の
機
構
を
設
け
る
同
法
は
、
海
外
領
土
の
特
別
な
組
織
〔
憲

法
七
四
条
参
照
〕
の
要
素
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
憲
法
七
四
条
の
適
用
上
、
関
係
を
有
す
る
領
土
の
議
会
の
諮
問
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
諸
規
定
は
、
憲
法
の
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。

刑
事
司
法
の
機
構
に
関
す
る
諸
規
定
は
、
当
然
法
規
に
付
託
さ
れ
て
い
る
法
律
の
他
の
条
項
と
不
可
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
は

憲
法
に
違
反
す
る
と
宣
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
の
法
律
の
規
定
全
体
が
憲
法
に
適
合
し
な
い
こ
と
は
宣
言
し
た
が
、
そ
れ
は
当
該
領
土
の
議
会
の
事
前
の
諮
問

(
8
5
ε
z
t
cロ
)
が
欠

け
て
い
る
と
い
う
形
式
的
理
由
で
あ
っ
た
。
第
三
者
的
立
場
で
い
え
ば
、
提
起
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
の
最
重
要
な
原
則
に
関
わ
る
問
題
の
中
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味
に
つ
き
最
高
の
裁
判
機
関
が
判
断
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
院
が
判
決
の
理
由
づ
け
の
際
に

行
う
寸
経
済
L

の
観
点
を
前
提
に
観
察
す
れ
ば
、
憲
法
院
が
法
規
は
一
定
の
場
合
「
一
人
の
裁
判
官
が
同
一
事
件
に
つ
い
て
、
本
土
で
は
検

察
官
、
予
審
判
事
に
分
離
し
て
い
る
諸
機
能
を
連
続
し
て
行
使
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
執
助
に
明
言
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
憲
法

院
判
事
が
立
法
者
に
向
け
た
こ
の
点
に
関
す
る
非
難
を
か
ろ
う
じ
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
判
決
全
体
の
中
で
特
に
右
の
点
だ
け

が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
憲
法
院
の
法
案
に
対
す
る
非
難
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
律
の
憲
法
適
合
性
の
審
査
請
求
を
行
う
中
で
様
々
に
定
式
化
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
権
限
分
離
の
理
念
は
、
訴

追
権
限
お
よ
び
予
審
権
限
に
関
す
る
判
決
手
続
機
関
の
自
律

(
E
Zロ
。
ヨ
互
に
対
す
る
よ
り
深
い
反
省
に
い
た
る
。

憲法・刑事手続・予審(1)

訴
追
機
能
と
判
決
機
能
の
分
離
(
原
則
)

「
す
べ
て
の
判
事
は
検
察
官
で
あ
る
(
叶
o
E
官
官
ゆ
え
胃
on
日
2円
mmロ
母
包
)
し
と
い
う
古
法
の
諺
が
承
認
し
て
い
た
の
と
は
違
っ
て
、

現
在
の
フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
は
、
訴
追
と
公
判
の
機
能
を
分
離
す
る
。
一
九
世
紀
以
来
判
慨
で
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
の
区
別
は
、
裁
判
官
は

検
察
官
の
活
動
・
発
言
の
自
由
裁
量
に
対
す
る
い
か
な
る
評
価
権
限
も
有
せ
ず
、
ま
た
特
定
の
犯
罪
を
理
由
に
個
人
を
訴
追
す
る
よ
う
に
検

事
局
に
命
令
を
だ
す
い
か
な
る
権
限
も
有
し
な
い
。
逆
に
、
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
、
検
察
官
は
、
裁
判
所
に
対
し
有
罪
判
決
を
要
求
す
る
権

利
は
な
く
、
法
定
の
不
服
申
立
方
法
を
行
使
し
て
上
級
裁
判
所
に
原
判
決
を
付
託
す
る
権
限
を
別
に
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
判
決
に
立
ち
入
る

権
限
も
な
い
。
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III 訴
追
と
判
決
手
続
と
の
分
離
は
、
と
り
わ
け
刑
事
裁
判
所
が
み
ず
か
ら
判
決
す
べ
き
事
件
を
受
理
す
る
こ
と

l
l
こ
れ
は
、
裁
判
所
と
し

て
の
性
格
と
ほ
と
ん
ど
両
立
し
が
た
い
の
で
|
|
を
禁
止
す
る
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
封
。

刑
事
裁
判
所
が
訴
追
し
、
同
時
に
判
決
す
る
役
割
も
果
た
す
こ
と
の
不
可
能
性
は
、

一
九
世
紀
を
通
じ
て
裁
判
所
が
認
め
て
き
た
プ
ラ
ン



説

ス
法
の
非
常
に
古
典
的
な
原
別
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
破
監
院
は
何
度
も
次
の
よ
う
な
判
示
を
行
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
検
察
官
の
諸

機
能
が
裁
判
所
の
諸
機
能
と
両
立
し
な
い
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
確
固
た
る
原
理
(
自
由
比
自
己
で
あ
る
。
こ
の
非
両
立
性
は
、
両
機

関
の
性
質
お
よ
び
同
一
事
件
に
お
い
て
司
法
官
が
訴
追
当
事
者
と
判
断
者
を
兼
ね
る
こ
と
を
許
さ
な
い
司
法
上
の
原
則
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
的
L

。
同
じ
理
由
か
ら
、
訴
追
と
判
決
の
機
能
の
混
同
の
危
険
が
あ
る
と
し
て
強
く
批
判
さ
れ
た
予
備
判
事

c
z
m
g
白石
1
E再
出
)
の
制

度
(
予
備
判
事
は
し
ば
し
ば
彼
ら
自
身
の
請
求
を
評
価
す
る
の
に
公
判
に
出
向
い
て
き
た
)
は
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
実
際
、
訴
追
と
公

判
の
機
関
の
分
離
は
、
「
裁
判
官

(
5
m
m
E
E
Z
門
吉
田
一
荷
巾
)
L

と
「
検
察
官
(
目
指

E
E
Z
仏
口
百
2
5
)
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
か
ら

憲
法
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。
一
見
す
る
と
、
一
九
五
八
年
憲
法
は
こ
の
伝
統
的
区
別
に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
最
初
の
手
掛
か
り
と
し
て
次
の
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
「
司
法
官
規
定

(
m
g
E丹
色

2
5
ω
問
一
色

E
Z
)
」

の
制
定
を
組
織
法
の
立
法
者
に
委
ね
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
が
表
明
し
て
い
る
任
命
・
懲
戒
に
関
す
る
司
法
高
等
会
議
に
よ
る
終
身
の

身
分
保
障
等
の
保
護
は
裁
判
官
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。

論

憲
法
院
一
九
八

O
年
一
月
九
日
判
決
は
、
こ
の
解
釈
を
、
憲
法
六
六
条
が
人
身
の
自
由
の
守
護
者
(
裁
判
官
)
に
委
ね
た
「
司
法
権
」
が
、

性
質
上
裁
判
官
に
よ
っ
て
し
か
担
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
事
実
を
示
し
て
補
強
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
移
民
法
三
条
お
よ
び
六

条
が
入
国
許
可
の
な
い
外
国
人
を
行
政
機
関
が
短
期
拘
束
で
き
る
と
し
て
い
る
点
は
、

一
七
八
九
年
人
権
宣
言
お
よ
び
憲
法
六
六
条
に
違
反

す
る
と
し
て
提
訴
さ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
憲
法
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「
人
身
の
自
由
は
、
裁
判
官
が
可
能
な
最
小
限
の
期
間
で

も
関
与
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
保
障
さ
れ
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
と
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
裁
判
官
と
検
察
官
の
機
能
の
分
離
の
憲

法
的
性
格
を
根
拠
づ
け
る
決
定
的
論
拠
は
、
司
法
権
の
役
割
そ
の
も
の
に
存
す
る
。
実
際
、
司
法
当
局
は
裁
判
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
検
事
局
は
そ
れ
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
裁
判
官
と
検
察
官
の
機
能
の
分
離
は
、
権
力
分
立
原
則
の
一
適
用
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
訴
追
と
判
決
手
続
の
機
能
の
分
離
お
よ
び
裁
判
官
と
検
察
官
の
機
能
の
分
離
は
、
権
力
分
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立
原
則
の
、
前
者
は
機
能
レ
ベ
ル
の
、
後
者
は
組
織
レ
ベ
ル
の
言
い
換
え
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
両
者
と
も
憲
法
上
の
要
請
に
応
え
る

も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
次
の
点
を
付
言
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
訴
追
機
能
が
必
然
的
に
本
来
法
の
正
し
い
執
行
を
責
務
と
す
る
行
政
権
に
属
し
て
い

そ
の
機
能
が
司
法
官
組
織
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
必
然
性
は
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
検
察
官
が
裁
判
所
の
検
事
局
に

る
と
し
て
も
、

属
し
て
い
る
マ
ジ
ス
ト
ラ
(
日
昌
一
一

a
E乙
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
分
か
り
に
く
い
議
論
で
あ
る
。
確
か
に
一
七
九

O
年
八
月
一
六
二

四
日
法
律
以
来
、
当
時
「
国
王
の
親
任
官

R
O
E
S
{担
包
目
印

E
g円
)
」
と
名
付
り
ら
れ
て
い
た
検
察
官
た
る
司
法
官
は
、
「
裁
判
所
に
属

す
る
執
行
権
の
代
理
人
」
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
、
こ
の
領
域
に
つ
い
て
独
占
権
限
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
あ
る
行
政
官
庁

に
関
す
る
利
益
を
害
す
る
犯
罪
に
対
す
る
訴
追
は
、
そ
の
官
庁
が
訴
追
権
限
を
有
す
る
。
こ
れ
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
が
普
通
の
「
公
務
員
」

(
拘
)

に
訴
追
権
を
認
め
て
い
る
「
特
別
検
察
官

(
B
E
E宵
2
吉
E
E
C巾
印
印
克
巳
丘
町
営
)
」
で
あ
る
。
徴
税
官
庁
、
税
関
、
林
野
行
政
庁
、
土

木
課
、
あ
る
い
は
一
定
の
場
合
郵
便
電
信
電
話
局
な
ど
の
各
種
行
政
機
関
に
公
訴
権
の
始
動
権
限
が
付
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る

こ
の
性
格
は
、
検
察
官
が
行
政
機
関
に
属
し
、
司
法
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
司
法
権
に
属
さ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
示
す
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

憲法・刑事手続・予審(1)

で
は
、
訴
追
と
判
決
手
続
の
機
能
の
分
離
原
則
の
実
際
の
範
囲
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

ま
ず
、
右
原
則
は
、
検
察
官
が
階
級
的
服
従
関
係
に
あ
る
と
の
理
由
か
ら
彼
が
司
法
決
定
(
裁
判
)
、
執
行
形
式
を
も
っ
法
律
行
為
を
行
う

こ
と
を
禁
止
す
る
。
問
題
は
、
裁
判
官
に
司
法
的
訴
追
権
を
付
託
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
き
に
生
じ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
独
立
は
多
く
の
保
障
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
の
で
、
司
法
運
営
に
関
す
る
既
存
の
機
能
分
離
も
正
当
視

さ
れ
る
と
の
考
え
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
司
法
権
に
訴
追
行
為
に
対
す
る
あ
る
種
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
な
い
し
指
導

権
が
承
認
さ
れ
る
と
の
考
え
も
あ
ろ
う
。
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説

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
権
限
付
与
は
上
述
の
憲
法
原
則
に
も
、
訴
追
の
任
務
を
行
政
権
の
監
視
の
も
と
で
国
家
の
代
理
人
に
負
託
す
る
フ

ラ
ン
ス
法
の
法
的
伝
統
に
も
適
合
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
機
能
の
分
離
の
帰
結
た
る
裁
判
官
の
公
正
の
憲
法
的
保
障
に
も
反
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
、
訴
追
権
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
介
入
す
る
権
限
は
も
つ
べ
き
で
は
な
い
。
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論

予
審
・
判
決
手
続
の
分
離
(
原
則
)

刑
事
司
法
機
能
の
分
離
原
則
の
特
性
は
、
予
審
お
よ
び
判
決
手
続
の
段
階
に
な
っ
て
よ
り
明
瞭
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
が
各
別
の
裁
判
官
、
す
な
わ
ち
独
立
し
た
司
法
機
関
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
こ

れ
ら
の
機
能
の
各
々
は
司
法
権
に
属
し
て
い
る
裁
判
権
の
行
使
に
際
し
現
実
化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
機
能
が
と
も
に
司
法
権
に
属

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
予
審
と
判
決
手
続
の
機
能
の
分
離
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
も
は
や
権
力
分
立
で
は
な
い
。
で
は
、
予

審
・
判
決
手
続
分
離
原
則
の
基
礎
は
何
か
。
こ
れ
を
次
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

予
審
・
判
決
手
続
機
関
の
分
離
制
度
は
、
罪
責
を
判
断
す
る
裁
判
官
が
予
審
の
実
施
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
見
解
を
も
つ
こ
と
を
防
止
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
被
告
人
に
裁
判
官
の
公
正
を
補
充
的
に
保
障
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
言
い
換
え
る
と
、
裁
判
官
の
客
観
性
を
確
保
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
忌
避
(
芯

2
g片山
O
ロ
)
と
い
う
古
典
的
問
題
が
生
じ
る
。
「
思
避
」
は
、
裁
判
官
自
身
が
加
害
者
と
し
て

行
使
し
う
る
自
由
侵
害
か
ら
被
告
人
を
保
護
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
自
由
権
の
カ
タ
ロ
グ
の
中
で
は
特
殊
な
位
置
を
占
め
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
規
範
体
系
の
尊
重
で
は
な
く
公
平
な
判
断
(
ロ
ロ
吉

mosg二
宮
E
E
O
)
の
確
保
だ
か
ら
で
あ
話
。

裁
判
官
の
予
断
防
止
。
公
正
と
い
う
分
離
原
則
の
ね
ら
い
を
基
礎
付
け
る
の
が
、
一
七
八
九
年
人
権
宣
言
九
条
に
規
定
さ
れ
、
今
日
立
法

者
に
対
し
て
も
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
「
無
罪
の
推
定
(
]
凶
胃
m
g
E耳
目
。
ロ
日
ロ
ロ

2
2
2
)」
原
則
で
あ
封
。
こ
れ
を
右
原
則
と
関
係
づ

け
て
言
い
換
え
る
と
す
れ
ば
、
予
審
・
判
決
手
続
機
能
分
離
原
則
が
す
べ
て
の
被
告
人
に
利
益
と
な
る
べ
き
「
無
罪
の
推
定
L

の
保
護
に
と
っ

IV 



て
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
分
離
原
則
は
黙
示
的
に
で
は
あ
る
が
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
公
正
な
い
し
寸
無
罪
推
定
」
に
よ
っ
て
予
審
・
判
決
手
続
の
分
離
原
則
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
強
い
批

判
も
だ
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
デ
ル
は
、
次
の
三
点
の
理
由
を
あ
げ
て
こ
の
分
離
原
則
に
対
す
る
消
極
的
姿
勢
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
①
未
決

拘
禁
や
司
法
統
制
処
分

(
g
E
S
F
-
E
-
n
E可
。
)
の
利
用
は
予
審
判
事
(
場
合
に
よ
っ
て
は
重
罪
控
訴
部
の
判
事
)
を
し
て
い
わ
ば
「
予
備

判
決
し
を
す
る
本
案
裁
判
官
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
②
犯
罪
事
実
お
よ
び
行
為
者
を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
予
審
判
事
な
の
で

あ
る
か
ら
、
判
決
手
続
の
段
階
で
予
審
判
決
を
排
除
す
る
の
は
、
合
理
性
が
な
い
。
③
補
充
審
理
(
予
審
)
に
関
与
し
た
判
決
手
続
の
裁
判

官
が
精
神
の
自
由
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
。
し
か
し
プ
ラ
デ
ル
も
、
現
行
法
が
分
離
原
則
を
採

用
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
お
り
、
こ
の
主
張
も
い
わ
ば
立
法
論
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

憲法・刑事手続・予審(1)

予
審
・
判
決
手
続
分
離
原
則
の
目
的
が
、
も
っ
ぱ
ら
被
告
人
の
利
益
を
図
る
こ
と
で
あ
る
最
も
よ
い
例
証
は
、
同
一
裁
判
官
が
、
予
審
裁

判
所
と
判
決
手
続
裁
判
所
に
同
時
に
属
す
る
こ
と
を
予
審
・
判
決
手
続
分
離
原
則
は
禁
止
し
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
禁
じ
ら
れ
る
の
は
単
に
、

同
一
事
件
に
つ
い
て
二
つ
の
機
能
を
順
次
果
た
す
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
針
。

し
た
が
っ
て
、
機
能
の
分
離
原
則
は
、
同
一
事
件
、
組
織
分
離
と
い
う
範
囲
内
で
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
今
日
、
こ
の
予
審

と
判
決
手
続
分
離
は
刑
事
訴
訟
法
典
で
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
的
に
は
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
予
審
・

判
決
手
続
分
離
原
則
の
沿
革
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
お
こ
う
。

古
法
時
代
に
は
、
こ
の
原
則
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
刑
事
代
行
官

(--2ZSEzn
ユB
E巴
)
は
、
と
り
わ
け
予
審
審
理
を
行
う

た
め
に
任
じ
ら
れ
た
場
合
、
国
王
事
件
の
す
べ
て
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
一
審
裁
判
官
と
し
て
裁
判
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
予
審
機
関
が

北法41(2・59)569

次
第
に
判
決
手
続
機
関
と
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
主
に
ル
ペ
ル
テ
ィ
エ

m
g
c
)
に
主
導
さ
れ
た
一
七
九
一
年
の
二
つ
の
法
律
お
よ
び
立
憲
議
会
の
下
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
当
時
、
予
審
は
郡
庁
所
在
地
に
置
か
れ

(
戸
ゆ

H
M
m
Z広
巾
H
・
)

や
サ
ン
・
フ
ア
ル
ゴ

(ωω
山
口
丹
司
mw司・



説

て
い
た
起
訴
陪
審
の
長
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
起
訴
陪
審
の
長
は
、
県
庁
所
在
地
に
置
か
れ
て
い
た
判
決
陪
審
へ
の
書
類
の
送
付
に
先
立
っ

て
、
起
訴
陪
審
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
起
訴
陪
審
の
介
在
は
重
罪
の
場
合
に
つ
い
て
の

み
必
要
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
長
期
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
、
革
命
期
の
諸
憲
法
に
そ
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
こ
の

シ
ス
テ
ム
は
、
総
裁
政
府
時
代
に
共
和
歴
九
年
ニ
ヴ
ォ

l
ズ
(
雪
月
)
七
日
法
律
に
よ
っ
て
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
右
法
律
は
、
起
訴
陪

審
の
長
に
代
え
て
予
審
判
事
に
よ
る
予
審
審
理
を
定
め
た
。
中
間
法
期
の
破
段
院
は
、
陪
審
長
が
み
ず
か
ら
予
審
審
理
し
た
判
決
手
続
に
関

与
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
予
審
と
判
決
手
続
の
機
能
の
非
両
立
性
を
明
示
的
に
定
め
た
の
は
、
わ
が
国
の
治
罪
法
ご
八
八

O
年
七
月
一
七
日
公
布
太
政
官
布
告
第
三
七
号
)
に
も
多
大
の
影
響
を
与
え
た
一
八

O
八
年
治
罪
法
典
(
打
。
骨
骨
コ
日
守
口

n
z
g

の
二
五
七
条
で
あ
っ
た
。

北法41(2・60)570

論

ロ
-Eロ
色
]
巾
)

治
罪
法
典
二
五
七
条
は
、
今
日
刑
訴
法
典
二
五
三
条
に
部
分
的
に
そ
の
内
容
が
残
っ
て
い
る
が
、
控
訴
院
判
事
が
同
一
事
件
に
つ
い
て
予

審
の
構
成
に
加
わ
っ
た
場
合
(
重
罪
移
審
)
、
後
に
判
決
裁
判
所
の
構
成
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
反
す
る
手
続
は
無
効
と
さ
れ

た
。
後
に
釈
放
さ
れ
た
共
犯
者
と
予
審
被
疑
者
と
を
対
質
さ
せ
た
司
法
官
は
判
決
手
続
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
こ
の
原
則
は
、
予

{
臼
)

審
被
疑
者
に
司
法
令
状
を
発
付
し
た
裁
判
官
、
被
疑
者
尋
問
に
関
与
し
た
裁
判
官
に
も
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
治
罪
法
典
二
五
三
条
の
分

離
原
則
は
重
罪
に
関
す
る
場
合
に
し
か
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
軽
罪
裁
判
所
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
訴
追
に
も
同
様
に
適
用
さ
れ
、
予
審
判

事
に
以
前
予
審
審
理
を
行
っ
た
被
告
人
の
判
決
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
を
法
律
が
禁
止
す
る
ま
で
に
、
一
世
紀
近
く
も
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

そ
の
後
の
判
例
の
中
で
は
ご
く
制
限
的
に
し
か
解
釈
・
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
、

条
の
禁
止
は
、
執
行
裁
判
官
(
〕
己
常
E
S
E
E
-
E山
町
内
)
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
ま
た
、
予
審
判
事
が
同
一
事
件
に
つ
い
て
公
判
で
検
察
官
の
席

に
着
く
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
禁
止
は
、
重
罪
控
訴
部
あ
る
い
は
控
訴
院
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
特
任
判
事

(gロ
自
己

q

ヲ

-
A
V
-
r
-
J

、

み
J
+
J
Y
L

一
八
九
七
年
法
律
一
条
の
原
則
は
、



門

5
m
m
c
m
)
や
報
告
判
事

(
g
D
m
o
E
2
E
E
)。
3
2司
)
が
補
充
審
理
を
行
う
場
合
に
適
用
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
予
審
判
決
と

共
助
の
嘱
託
に
よ
り
予
審
行
為
に
関
わ
っ
た
治
安
判
事

(]cmo
号
宮
宵
)
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
裁
判
機
能
の
分
離
原
則
は
、
憲
法
院
判
事
が
一
九
四
六
年
憲
法
と
一
九
五
八
年
憲
法
の
前
文
を
結
合
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
今
日
現
行
法
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
寸
共
和
国
の
法
が
承
認
す
る
根
本
原
則
L

の
ひ
と
つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
原

則
の
適
用
範
囲
が
ど
こ
ま
で
か
の
検
討
が
、
次
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
院
は
、
自
由
剥
奪
刑
の
執
行
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
法
典
の
幾
つ
か
の
規
定
を
改
正
す
る
一
九
七
八
年
一
一
月
一
一
一
一
日
法
律
の
検
討
に

(
同
)

際
し
て
、
こ
の
問
題
を
調
査
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

こ
の
ケ

1
ス
で
、
当
時
の
議
会
の
反
対
派
か
ら
提
訴
さ
れ
た
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
法
律
の
諸
規
定
は
、
特
別
の
場
合
に
、
判
決
裁
判

所
た
る
重
罪
院
が
す
で
に
決
定
し
た
刑
の
執
行
の
一
定
の
処
分
を
減
軽
す
る
権
限
を
重
罪
控
訴
部
、
す
な
わ
ち
予
審
裁
判
所
に
与
え
た
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
六

O
人
の
議
員
た
る
申
請
者
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
四
九
条
お
よ
び
二
五
三
条
二
項
の
予
審
裁
判
所
・
判
決
裁
判
所
分
離
の

原
則
が
無
視
さ
れ
た
と
考
え
た
。
こ
の
請
求
の
理
由
が
明
ら
か
に
不
備
だ
っ
た
た
め
、
憲
法
院
は
請
求
の
正
当
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
確
か

憲法・刑事手続・予審(1)

に
、
申
請
人
の
立
論
は
、
重
罪
控
訴
部
が
そ
の
効
果
を
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
な
「

E
u
mユ
o
骨
骨
色
目
芯
」
を
刑
罰
と
同
一
視
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
破
盟
院
は
、
罪
刑
法
定
原
則
と
い
う
刑
法
の
古
典
的
概
念
を
確
認
し
て
、
「
-m
℃

mユ
。
骨
骨
印
。
叶
え
mL
を
単
な
る
刑
の
執
行

形
式
と
す
る
解
釈
を
否
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
裁
判
所
が
問
題
の
処
分
を
行
い
予
審
裁
判
所
が
変
更
し
た
と
い
う
事
実
は
、
何
の
効

と
い
う
の
は
、
当
該
処
分
は
、
既
判
力
を
有
す
る
に
い
た
っ
た
判
決
を
再
検
討
す
る
資
格
を
も
た
な
い
か
ら
で

北法41(2・61)571 

果
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
。のそ

権の
限上
の、
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説

為を
で行
あ使
る患す
。る

の
で
あ
る

か
く
し
て
、
司
法
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
刑
の
執
行
処
分
は
司
法
で
は
な
く
行
政
行

北法41(2・62)572

論

結
局
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
権
限
を
抽
選
で
陪
審
が
選
ば
れ
る
と
い
う
一
回
限
り
の
性
格
を
も
っ
重
罪
院
に
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
自
信
が
も
て
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
重
罪
院
が
通
常
行
使
す
る
諸
権
限
が
重
罪
控
訴
部
に
付
与

さ
れ
て
い
る
の
が
何
故
か
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
重
罪
院
の
言
渡
す
有
罪
に
も
と
づ
く
補
充
刑
お
よ
び
付
加
刑
(
宮
古

2

8
目
立

m
E
B
E
E
M
m
g
R
B
E包
括
的
)
の
あ
る
種
の
も
の
、
お
よ
び
重
罪
院
の
言
渡
す
す
べ
て
の
刑
の
減
軽
は
、
重
罪
控
訴
部
が
行
っ
て

も
よ
旬
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
憲
法
院
が
言
外
に
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
院
に
よ
れ
ば
、
付
託
さ

れ
た
法
律
が
「
重
罪
院
の
言
渡
し
た
刑
に
よ
り
拘
禁
さ
れ
て
い
る
が
例
外
的
に
社
会
復
帰
の
徴
表
が
認
め
ら
れ
る
受
刑
者
の
有
利
に

J
ω

um
ユo
骨
骨
色
目
芯
』
を
変
更
す
る
権
限
を
重
罪
控
訴
部
に
付
与
す
る
こ
と
は
、
共
和
国
の
諸
法
律
の
認
め
る
い
か
な
る
根
本
原
則
も
侵
害

し
な
い
」
。

か
く
し
て
、
予
審
・
判
決
手
続
分
離
原
則
の
法
的
価
値
の
問
題
は
、
憲
法
院
判
例
に
よ
っ
て
い
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
解
決
を
与
え
ら
れ
て

い
な
い
。
た
だ
、
判
例
の
こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
解
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
原
則
に
対
す
る
重
大
な
例
外
の
幾
っ
か
を
次
に
述
べ
る
こ
と
に

し
た
い
。

第
一
に
、
こ
の
分
離
原
則
は
、
判
決
裁
判
所
が
み
ず
か
ら
予
審
行
為
(
調
書
)
の
適
法
性
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は

補
充
的
な
予
審
審
理
を
遂
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

こ
の
意
味
で
重
罪
院
は
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
、
陪
審
に
よ
り
よ
く
教
示
す
る
た
め
に
事
件
に
つ
い
て
新
た
な
予
審
審
理
を
行
う
義
務

が
あ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
あ
る
種
の
裁
判
所
は
、
予
審
・
判
決
手
続
機
能
分
離
原
則
を
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
少
年
係
裁
判
官



の
審
理
が
あ
り
、
同
裁
判
官
は
、
単
独
あ
る
い
は
合
議
体
の
裁
判
長
と
し
て
判
決
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
も
そ
の
事
件
に
つ
き
予
審
審
理

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
二
つ
の
例
外
を
挙
げ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
原
則
に
も
多
少
の
例
外
が
つ

き
も
の
で
あ
る
だ
げ
で
な
く
、
第
一
の
例
外
に
つ
い
て
は
、
訴
追
さ
れ
た
者
に
対
す
る
補
充
的
な
保
障
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
に
の
み
も

と
づ
く
も
の
で
あ
る
し
、
第
二
の
例
外
に
つ
い
て
は
、
少
年
の
場
合
、
制
裁
で
は
な
く
教
育
的
監
護
処
分
な
の
で
あ
る
か
ら
少
年
係
裁
判
官

の
権
限
じ
た
い
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

憲法・刑事手続・予審(1)

そ
の
う
え
、
重
罪
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
分
離
原
則
は
厳
格
に
守
ら
れ
て
き
た
し
、
重
罪
が
少
年
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

(
酎
)

い
か
な
る
例
外
も
伴
わ
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
の
例
外
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
判
決
手
続
に
関
与
し
た
裁
判
官
が
予
審
審
理
を
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た

こ
と
が
あ
封
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
起
こ
り
う
る
の
か
と
い
う
と
、
判
決
手
続
に
関
与
し
た
予
審
判
事
、
た
と
え
ば
予
審
判
事
が
後

に
違
法
と
さ
れ
た
現
行
犯
手
続
を
無
効
に
す
る
の
に
関
与
し
た
よ
う
な
場
合
、
彼
は
同
一
事
件
に
つ
き
審
理
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
シ
ャ
ン
ボ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
決
し
て
講
壇
事
例
で
は
な
く
実
際
に
具
体
的
問
題
と
し
て
生
じ
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
シ
ャ
ン
ボ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
官
は
そ
の
後
に
同
一
事
件
に
つ
き
審
理
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
の

理
由
は
、
予
審
判
事
が
自
ら
審
理
し
た
事
件
を
判
決
手
続
で
裁
判
す
る
こ
と
の
禁
止
は
、
逆
に
、
彼
が
判
決
手
続
に
関
与
し
た
事
件
の
予
審

審
理
を
行
う
こ
と
を
論
理
必
然
的
に
禁
止
す
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
予
審
判
事
と
判
決
手
続
の
裁
判
官
の
兼
職
禁
止
は
決
し
て
自
然
法
や

事
物
の
本
質
か
ら
導
か
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
を
理
由
と
す
る
。
し
か
し
、
予
審
・
判
決
手
続
分
離
原
則
を
寸
無
罪
の
推
定
L

か
ら
導
こ
う
と
の
右
に
述
べ
た
理
解
か
ら
す
る
と
、
逆
の
場
合
に
も
裁
判
官
の
「
公
正
L

を
害
す
る
お
そ
れ
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
述
べ
て
き
た
刑
事
司
法
機
能
の
分
離
は
、
訴
追
と
予
審
の
機
関
を
分
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
問
題
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
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説

る
。
確
か
に
、
訴
追
と
予
審
の
機
能
の
分
離
は
、
個
人
の
権
利
保
障
を
無
視
す
る
こ
と
な
く
、
刑
事
に
お
け
る
十
分
な
抑
止
を
果
た
す
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
本
質
に
お
い
て
自
由
主
義
的
な
手
続
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
な
す
。
そ
の
意
味
で
、
証
拠
を
収
集
し
、
す
べ
て
の
予

審
行
為
を
主
宰
す
る
権
限
を
、
官
僚
的
統
制
に
服
し
訴
追
が
成
功
す
る
こ
と
に
利
益
を
も
っ
検
察
官
で
は
な
く
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
長
い
こ
と
無
視
さ
れ
、
一
八

O
八
年
治
罪
法
典
で
初
め
て
承
認
さ
れ
た
訴
追
と
予
審
の
分
離
は
、
予
審
判
事
の
権
限
が

増
大
し
、
検
事
局
と
の
関
係
で
独
立
性
を
強
め
て
き
て
い
る
だ
け
に
余
計
際
立
っ
て
い
る
。

今
日
、
事
件
は
検
察
官
に
よ
っ
て
各
々
の
予
審
判
事
に
振
り
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
検
事
局
は
予
審
判
事
に
対
す
る
監
視
権
、
抑
止

権
を
失
い
、
一
訴
追
・
予
審
分
離
原
則
は
予
審
判
事
に
公
訴
権
を
始
動
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
検
察
官
に
予
審
を
主
宰
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
た
だ

不
服
申
立
方
法
を
与
え
る
点
に
そ
の
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
現
行
刑
事
手
続
の
基
本
原
則
の
ひ
と
つ
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
予
備
捜
査
の
段
階
で
は
、
そ
れ
が
「
予
審
行
為
」
で
は
な
く
「
司
法
警
察
行
為
」
と
名
付
け
ら
れ
る
と
、
予

審
判
事
で
は
な
く
検
事
正
が
判
決
手
続
段
階
で
重
要
な
影
響
を
も
っ
予
審
行
為
(
調
書
)
を
行
う
権
限
を
有
す
る
点
は
同
じ
ま
ま
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
刑
事
訴
訟
を
支
配
す
る
憲
法
原
則
に
よ
っ
て
予
審
が
必
ず
予
審
判
事
の
資
格
を
有
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ

論

ば
な
ら
な
い
。

(
却
)
岡
山
・
呂
田
E

2
〉
〈
弓
d
w

。
、
・
込
-w

ロ。邑∞
Lν
・
N
g
-

(
幻
)
同
J
H
N
E
C
C
H
J
も
・
円
九
円
・
℃
品

2
・
な
お
、
こ
こ
で
い
う
機
能
分
離
は
、
本
文
に
述
べ
た
三
つ
の
段
階
に
つ
い
て
の
み
考
え
れ
ば
足
り
、
例
え

ば
訴
追
と
刑
の
執
行
(
巾
凶
m
n
三
一
。
コ
)
と
の
聞
に
は
非
両
立
の
関
係
は
な
い
o
Q
-
H
N
・の〉回目ー〉
IC
円)唱同ヨミ
R
h

同
HF
向。
3
.
q
N
R
m
町、司、
b
H
S一
言
、

S
之さ町内
N.室
内
3
s
g
ミ
た
町
H
h叫
町
、
さ
円
足
N
q
h
R
E
F
L
-
N
L
8
N
w
ロ。印
N
Y
℃
ωHNω

戸

(幻
)
H
N
・
宮
間
同
日
兄
〉
・
〈
q
c
・。、
.hN.円
・
・
口
。
邑
∞
-
匂
-
N
g
・

(幻
)
H
E
.
R
叫
・
]
・
旬
開
〉
ロ
巴
J

O

も・町民同・
-u-
一1・
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憲法・刑事手続・予審(1 ) 

(M)
一
七
九
三
年
六
月
一
四
日
憲
法
九
六
条
(
不
適
用
)
、
共
和
歴
三
年
フ
リ
ュ
ク
テ
ィ
ド

l
ル
五
日
憲
法
二
三
八
条
、
共
和
歴
八
年
フ
リ
メ

l
ル
二

二
日
憲
法
六
二
条
。

(
お
)
U
m
巳
位
。
ロ
ロ
叶
∞
l
沼
山
口
わ
己
ロ
N
N
ロ
0
4
・
5
吋
∞
・
均
四
円
-
H
)
・
ω
ω
・

(
却
)
ロ
m
n
E
。
ロ
ロ
∞
。
l
H
N
吋
ロ
ハ
U
仏
2
5
2
N
C
}山口
4
・
H
申
告
・
同
町
内
E
H
Y
5
・

(幻
)
U
m
三
回
目
。
ロ
ロ
∞
C
H
N
N
U
h
巳
ロ
N
N
』

Z
一
一
-
2
5
∞
0
・
河
町
内
-
u
-
h
s
-
河
・
ロ
・
同
Y
E
∞
。
u

℃
・
5
品
∞
2
5
8
・
n
F
H
・
0
ロ
円
、
.
司
〉
〈
。
何
回
凶
C
-

(
却
)
議
会
が
採
択
し
た
法
案
の
二
条
四
項
。

(
却
)
刑
事
訴
訟
法
典
四
九
条
二
項
は
、
寸
予
審
判
事
は
、
予
審
判
事
の
資
格
に
お
い
て
審
理
に
当
た
っ
た
刑
事
事
件
の
判
決
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
れ
に
反
す
る
と
き
は
、
裁
判
を
無
効
と
す
る
L

と
規
定
す
る
。

(
却
)
U
m
n
E
O
ロ
ロ
-
g
i
H
M
M
ロ
(
U
E
N
N
E
-
=
2
5
g
w
官
m
n
-
こ
の
判
例
は
二
九
八
一
年
一
二
月
一
六
日
判
決
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
(
ロ
m
n
E
C
ロ

ロ
-
∞
H
Z
H
ロ
円
円
凶
Z
H
由
門
凶
m
n
-
邑
∞
ゲ
河
町
内
・
℃
・
ω
申
・
)
。

(
況
)
何
回
戸
戸

M
Z
w
d
定
、
町
~
4
5
H
芸
町
民
O
S

門
司
t
s
s
h
~
N
m
-
日
ヨ
巾
m
p
・
同
》

R
2・
5
2
・
ロ
。
H
∞
吋
I
N
∞
∞
・
℃
・
品
N
由
一
M
W
印
冨
と
z
w
目配
W
S
N
3
s
e

k
w
さ
門
町
民
N
h
w
吋
円
3
.
S
N
X
m
~
~
同
町
お
同
サ
ミ
ミ
ミ
・
同
∞
∞
M
-
u
-
E
0
・

(犯
)
(
U
Y
-
n
ユ
ヨ
-
w
E
ぽ
4
・
H
官
印
-
U
-
H
∞
怠
-
H
・
ピ
由
一
Z
E
ロ
4
・
H
∞
∞
ゲ
ω
H
∞
∞
H
・
H
-
M
Z唱

U
-
H
∞
∞
H
-
-
∞
由
・

(
幻
)
〈

E
R
-
町
内
定
九
問
的
民
間
も
さ
広
告
唱
、
m
-
z
g
w
℃

-a晶
体
加
・
こ
の
原
則
は
、
し
か
し
、
公
法
上
(
会
計
監
査
院
が
自
ら
事
件
を
受
理
す
る
)
の
み

な
ら
ず
、
私
法
上
(
後
見
裁
判
官
、
少
年
係
裁
判
官
な
ど
)
の
例
外
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(剖

)
(
U
F
-
n
ユ
百
二
回
ヨ
白
E
g
g
-
N
W
N
h
~
~
・
ミ
4
.
s
-
ロ
。
∞
ω
一
呂
田
O
U
け
区
民
・
ー
句
史
ロ
・
ミ
4
.
さ
よ
ロ
o
E
印
一
日
仏
m
n
H
∞
印
0
・
句
史
~
同
町
3
.
s
-
二
戸
。
位
。
一

出
血
〈
ユ
-
E
2
・
N
W
ミ
~
・
ミ
き
ょ
ロ
。
己
申
一
呂
田
三
一
二
∞
8
・
N
W
N
h
~
~
・
3
.
s
-
-
D
e
s
-
こ
の
分
離
原
則
は
、
「
同
一
事
件
2
5
5巾
g
m
即
応
同
町
内
山
)
」

に
つ
い
て
し
か
働
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
「
事
件
の
訴
追
に
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
関
わ
ら
な
か
っ
た
」
司
法
官
に
対
し
て
は
、
彼
が

そ
の
事
件
を
処
理
し
た
検
事
局
に
所
属
し
て
い
て
も
、
同
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。
n
v
-
n
1
5
3
口
己
m
n
-
昌
宏
・
』
・
(
い
・
司
・
E
8
・
ロ
-
E
E
N
・

ロO
門
巾

h
o
p
-∞
〉
戸
口
-
開
C
-

(
お
)
予
審
の
職
務
を
果
た
し
た
予
備
判
事
に
治
罪
法
典
二
五
七
条
二
項
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
も
の
と
し
て
、
n
F
n
ユ
ヨ

-L∞
田
町
三
-
E
E
W

句
史
~
~
・
Q
t
s
J
ロ
o
N
叶
∞
・

一
八
九
七
年
二
一
月
一

O
日
法
律
通
達
(
門
町
2
E
弓
巾
)
は
、
し
か
し
、
代
理
人
に
「
予
備
判
事
が
、
検
察
官
の
代
理
人
と
し
て
何
ら
か
の
関
わ
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説

り
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
事
件
の
判
決
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
を
厳
格
に
断
念
す
る
よ
う
注
意
深
く
監
視
す
る
」
ょ
う
定
め
て
い
た
。

(
お
)
一
九
五
八
年
一

O
月
四
日
憲
法
六
四
条
、
六
五
条
。

(
幻
)
(
い
わ
・
巴
巾
円
一
位
。
ロ
ロ
・
叶
申
lHO坦
巴
わ
仏
己
申
〕
白
ロ
〈
-HU∞
少
河
内
町
・
匂
-N由
一
口
・
∞

H
H
N叶
り
わ
己
巾
印

5
2
N
O
]白
ロ
〈
冨
∞
ゲ
河
町
内
・
円
)
・

5
・

(
狗
)
刑
事
訴
訟
法
典
一
条
一
項
。

(
却
)
円
。
一
己
己
印
〈
巾
ロ
5
8
〉
ロ
阿
国
(
担
え
き
)

w

門】
m
q
a
己
巾
の

2
5
-
E
-
〉
ロ
国
(
白
ユ
・

5
)
・
間
接
的
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
円
、
《
】
-
P
H
N
H

』巳ロ

日∞叶ω(白
H
A
-
H
印
)
一
。
。
己
巾
岳
山
色
。
ロ
出
口
巾
印
唱
同
H
A
・
ω
日
町
一
。
円
己
O
コロ白ロロ
mw

ロ・印∞
1
5日
仏
己
N

叶
己
mn-]{
也
印
∞
一
白
Hl
門・円、
N

∞
門
吉
(
リ
。
門
】
巾
岳
山
田
河
、
円

、
円
森
林
犯
罪
な
い
し
狩
猟
犯
罪
、
漁
業
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
林
野
庁
(
一

-
E
S
E凹昨日
coロ
号
m
F
E
M
巾
門
司
。
吋
律
的
)
が
完
全
な
公
訴
権
お
よ

び
財
産
刑
・
拘
禁
刑
の
適
用
ま
で
目
的
と
す
る
官
庁
で
あ
る
の
で
、
特
に
こ
れ
ら
行
政
当
局
の
権
限
は
強
力
で
あ
る

o
Q
-
h・
司
同
恒
三
・

2
・

ω
申
巾
門
仏
印
白
「
日
一
打
。
己
巾
コ
弓
白
f

白
ユ
一
・
品
交
山
一
ゎ
。
己
巾
『
C
円巾
mH
一一巾
H
J

国同・門]5日・

(
刊
)
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
法
の
正
し
い
執
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
注
意
す
る
責
任
は
、
政
府
を
代
表
す
る
県
知
事
に
あ
る
。
ま
た
、
一
九
七
三

年
一
月
三
日
以
降
、
行
政
当
局
が
提
訴
を
怠
っ
て
い
る
場
合
、
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
が
事
件
を
訴
訟
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
一

O
条)。

(
叫
)
従
前
は
、
例
外
的
に
訴
追
権
が
判
決
裁
判
所
に
属
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
は
、
控
訴
院
の
す
べ
て
の
合
議
部
は
、
同

僚
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
告
発
に
つ
き
右
の
よ
う
な
権
利
を
有
し
、
検
察
官
に
公
訴
を
提
起
す
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
た
ご
八
一

O
年
四

月
二
八
日
法
律
一
一
条
)
。
重
罪
院
も
、
弁
論
の
中
か
ら
明
ら
か
に
な
り
う
る
重
罪
に
つ
い
て
同
様
の
権
利
を
有
し
て
い
た
(
治
罪
法
典
三
七
九

条
)
。
今
日
、
公
判
廷
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
は
、
判
決
裁
判
所
は
職
権
で
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
(
刑
事
訴
訟
法
典
六
七
五
条
)
。

(
必
)
刑
事
訴
訟
法
典
六
六
八
条
五
項
。
実
際
、
予
審
と
判
決
手
続
の
権
限
の
分
離
は
、
予
審
判
事
に
み
ず
か
ら
予
審
審
理
し
た
被
告
人
を
裁
く
こ
と

を
禁
止
す
る
に
い
た
る
。
同
様
に
、
控
訴
院
判
事
は
、
重
罪
院
裁
判
長
ま
た
は
陪
席
判
事
と
し
て
関
わ
っ
た
同
一
事
件
か
ら
排
除
さ
れ
る
。

(
日
)
〉
-
E
2問
、
吋
咽
ピ
~
v同ミ
mMHVNS~札口
qNha
室
、
ミ
お
Q
・
5
詰
-
u
-
N会
・
ガ
ロ

l
は
、
予
審
で
得
ら
れ
る
偏
見
(
胃
巾
〈
巾
口
氏
。

E)
を
防
ぐ
た
め
に
分

離
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
閉
山
・
の
〉
同
国
一
〉
日
y
s
hえ
w

ロ。印
N
H
-

匂
・
出
品

な
お
、
裁
判
の
公
正
に
不
可
欠
な
忌
避
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
治
罪
法
典
に
は
規
定
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
学
説
実
務
は
、
思
避
を
定
め
る

民
訴
法
典
三
七
八
条
以
下
、
四
四
条
以
下
を
準
用
し
て
い
た
。
(
け
}
戸
円
コ
ヨ
ニ
ロ
ぽ
〈
・
冨
怠
・
巴
-HM・
5
怠
-
-
5
ω

一回
ω
]ロ
E
E
N
P
H
)・
国
-

H

申日甲・

ω
出回

(
叫
)
同
旨
、
「
安
全
と
自
由
」
法
事
件
判
決
(
]
唱
え
貯
町
内
色
Z
E
ぽ
2
2広
2
E
Zユ
m
コ己
2
5
2
N
C
〕白ロ
4
-
2
5巴
(
ロ
o
g
i
H
N叶
り
の
w

河町内・

自命
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憲法・刑事手続・予審(1)

℃・

5
・
)
憲
法
院
は
、
予
審
判
事
の
資
格
の
な
い
裁
判
官
に
警
察
留
置
の
延
長
を
認
め
た
当
該
法
律
は
決
し
て
裁
判
官
に
偏
見
を
抱
か
せ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

(
必
)
}
句
E
E
f
Gも
・
円
デ
円
y
N
H
N
N
'
な
お
、
社
会
防
衛
処
分
の
信
奉
者
の
推
進
す
る
理
論
で
も
分
離
原
則
は
不
要
か
つ
不
当
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
同
一
司
法
官
に
予
審
と
判
決
手
続
を
付
託
す
れ
ば
犯
罪
者
の
人
格
を
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
(
河
・
冨
何
回
目

2
〉
・
〈

q
F
。、
-

Q
件、口。
ω
H
H
H
2
∞・)。

(
必
)
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
二
五
三
条
の
意
味
す
る
兼
職
禁
止
だ
け
で
あ
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
重
罪
院
裁
判
長
お
よ
び
陪
席

裁
判
官
は
、
判
決
す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
訴
追
な
い
し
予
審
行
為
の
職
務
を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
重
罪
控
訴
部
の
構
成
員
と
し

て
重
罪
公
判
に
付
す
決
定
お
よ
び
被
告
人
の
罪
責
に
関
す
る
本
案
に
つ
い
て
の
裁
判
に
関
与
し
た
者
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
予

審
判
事
と
し
て
予
審
行
為
に
従
事
し
た
司
法
官
、
お
よ
び
都
合
で
出
席
で
き
な
い
資
格
者
の
代
理
で
予
審
行
為
を
す
る
司
法
官
(
た
だ
し
、
実
質

的
行
為
で
な
い
場
合
に
限
る
。
(
U
F

・
ロ
ユ
ヨ
ニ
呂
町
雪
-
同
∞
∞
Y
H
)
・同∞∞
N
H
・
怠
)
、
ま
た
は
重
罪
控
訴
部
に
付
す
決
定
に
関
与
し
た
司
法
官

RY-

n
コ
ヨ
咽
叶
]
白
ロ
〈
・

5
2
u
防
災
ミ
・
町
、
吋
.
さ
ニ
ロ
。
唱
し
は
、
重
罪
院
の
構
成
員
に
な
れ
な
い
。

(
幻
)
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
典
は
、
大
変
明
確
に
予
審
と
判
決
手
続
の
機
能
を
区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
部
第
三
編
は
予
審
に
充
て
ら
れ

て
お
り
、
他
方
第
二
部
は
判
決
裁
判
所
を
扱
う
。
参
照
、
刑
訴
法
典
四
九
条
二
項
お
よ
び
二
五
三
条
。
軍
事
司
法
法
典
(
打
。
骨
骨
吉
田
伸
一

2

5
2
g町
巾
)
二
六
条
も
同
じ
原
則
を
採
用
し
て
い
る
。

(時
)
C
E
C
ロ
ロ
白
ロ
円
巾
己
巾
広
叶
C

・
、
叶
一
円
円
巾
戸
出
ユ
・
己
・

(
刊
)
一
七
九
一
年
七
月
一
九
l

一
一
一
一
日
法
律
、
一
七
九
一
年
九
月
二
九
日
お
よ
び
一

O
月
六
日
法
律
。

(
印

)
P
E
E
-
w
ω

匂
E
E白
}
山
口
戸
一

N
。
2
・
Z
2・
n志
匂
R
H
U・
(
U
E言
。
z
w
h
a
ヌ
町
民
町
民
刊
ご
.
諸
問
丸
、
g
g
h
R
o
s
s
h
h
v
g
H
H
Uミ
ミ
ミ

』

vbミ

bNhKNhhnsSH
丸
町
的
お
き
志
的
言
、
q
R
N
.ま
き
科
書
師
、
、

HUSH-m寄
寺

町

ミ
H
g
s
h
m
〉』・

(
u
-
J
E
g
-
-
H
N司

(
日
)
一
八

O
八
年
一

O
月
三

O
日
、
立
法
府
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
こ
の
法
典
は
、
同
年
二
一
月
一
六
日
公
布
さ
れ
た
。
同
法
典
四
七
条
は
す
で
に
、

訴
追
と
予
審
の
機
能
を
分
離
し
て
い
た
。

(
臼
)
門
戸
円
ユ
ヨ
・
噌
品
口
。
〈
冨
ωcw
∞-
H∞
ω
H
H
ω
2・

(臼

)
Q
H
-
n
1
5・w
同
町
田
0
0
件
同
∞
主
wNWNh~~・
3.喜
J

ロ

os--

(UA)(リ
y
nユ
ヨ
ニ

H
g
g
E
N
P
N
W
N
h
~
~・
門
司
凡
さ
ニ
ロ
。
目
立
・
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反田

(
3
・N)
写
誕
科

(巴) 1 く長平社 l11 o:r:: l0出場組 l 機.\liム~';:，:> 1 11<<1(0 ;出血いて収)~'騨自誌はわ二い.，;l1:;糧団長~Q持期{þ当， ¥tト爆4討議事ミよj初ヰヰ
l'(l ~J 心早J-\令子。( 111機)。

(出)Ch. crim.， 14 avril 1899， Bull. crim.， nO 77. 

(巴)Ch. crim.， 2 aoo.t 1901， D. 1906. 1. 300 ; 28 aoQt 1919， Bull. Crilη.， nO 209. 
(巴)Ch. crim.， 26 avril 1900， D. 1904. 1. 444 ; 27 juillet 1907， D. 1911. 1. 153. 

(色)Ch. crim.， 23 janv. 1931， Bull. crim.， nO 22. 

(55) Decision nO 78-98 DC du 22 nov. 1978， Rec. p・33.Loi nO 78-1097 du 22 nov. 1978，]. O. Lois et D邑cretsdu 23 

nov. p. 3926. 

(呂) 1 <平長崎士延世U恒咲いの~1と~l酪)能指誕政平 110機Q E;I 4持~陸。

(~) [[挺td，'百三跡船爆Q堀田Q:gg:腿.，;li~里民E眼..IJ~い刺 Lムわの。いよ~.，Q-\0' r，話m:: U l:[jß-\眠時耕~!;トES聞社 Ql信潤Q耕冨ねえJU 0ニ
ド判潟..IJQl:[js緩や:gg:m回t2;型的。 Cf.Ch. crim.， 13 juin 1972， Bull. crim.， nO 198 ; 16 dec. 1976， Bull. crim.， nO 371 

(i6) T. RENOUX，。ρ.cit.， p. 431. 
(忍)吾お司i(同同機Q 1 0 Cf. RouJOU DE BOUBEE， D. 1973. Chron. p. 275 ; J. ROBERT， J. C. P.， 1973. 1. 2525 et 1975. 1. 2729 ; 

DOLL， G. P.， 1973. 1. Doctr. p. 70 ; J. PRADEL， D. 1976. Chron. p. 63. 

(串)D吾cisionn. 78-98 DC， pr吾cit邑E

($)ト蜘.*~\tド騒な糧医~~' ìt>蜘~量!W .\li j辛子.Qìt>蜘 Q饗盟国会J-M<盤以眼+!~+!Iiã'規加J会設総ムJ~;ポユ。~+!~ミわ ν' 鰹4民

主fiþト蜘蜘割以1足跡~+!#誌寧1さよJ[[:..J~護対1 .J...j Q#遂事宇iさ Q 穴入て -U0 二い~[[国王~Ql:[jßl!わい千.Q..IJト J 予ややさ24ヲユ。 Ch. crim.， 

27 janv. 1899， D. P. 99. 1. 240 ; 26 avril 1900， D. P. 1904. 1. 444 ; 27 juill. 1907， D. P. 1911. 1. 153. 

(詰)Ordonnance du 2 f邑vrier1945， art. 8. 

(宰) ~+!~ミわい F ト蜘写字!栴Q乞自却w総d号+!Iiã'~足並n~' 週ト Uþト蜘様目京将Q目先~Ill( Q~D.liミ U異」ミÎ'+!~:b~~わトJ .，;l' ¥畑1昧鑑Q盟事蛍

ITIIII( U;型l'(l>J心~~;\lJ;ポニ。 Ch. crim.， 21 mai 1957， Bull. crim.， nO 425 18 mai 1976， Bull. crim.， nO 168. 

(f2) P. CHAMBON， La regle "Le juge d'instruction neρeutか'endrepart au jugement des a.ffaires qu'il a instruites" 
teut-elle etre retournee入J.c. P.， 1956. 1. 1279 

報
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(叩

)
H
E
.丸・

(n)
治
罪
法
典
四
七
条
。

(η)
参
照
、
一
八
五
六
年
七
月
一
七
日
法
律
な
ら
び
に
一
八
九
七
年
一
二
月
八
日
法
律
。

(
口
)
こ
の
振
り
分
け
は
、
裁
判
所
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
れ
で
支
障
の
あ
る
と
き
は
代
理
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
(
現
行
刑
事
訴
訟
法
典

八
三
条
)
。

(
日
)
治
罪
法
典
五
七
条
お
よ
び
二
七
九
条
に
よ
れ
ば
、
司
法
警
察
員
と
し
て
の
予
審
判
事
は
、
検
事
正
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
し
て
い
た
。

(
布
)
現
行
刑
事
訴
訟
法
典
三
一
条
お
よ
び
四
九
条
、
軍
事
司
法
法
典
二
六
条
等
。

未

憲法・刑事手続・予審(1)

完
)
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La Constitution， la procedure penale et 

I'instruction preparatoire - point de 

vue sur la phase preparatoire en Franceー

Yuji SHIRATORI* 

Introduction 

CHAPITRE 1 Le droit constitutionnel et la proc吾durepenale 

SECTION 1 Caract色resde la liberte individuelle 

SECTION 11 De la Declaration de 1789 a la Constitution de 1958 

SECTION 1II La naissance du Conseil Constitutionnel en 1958 

CHAPITRE 11 L'instruction preparatoire dans le “bloc de constitution-

nalite" 

SECTION 1 Le rδle de I'instruction pr邑paratoiredans la proc邑dure

penale 

SECTION 11 La separation des fonctions de la justice repressive 

SOUS-SECTION 1 La s邑parationdes fonctions en France 

SOUS-SECTION 11 Les fondements du principe de la separa-

tion des fonctions 

SOUS-SECTION 1II La separation des fonctions de poursuite 

et de jugement 

SOUS-SECTION IV La separation des fonctions d'instruction 

et de jugement 

(a suivre) 

Au ]apon， l'instruction preparatoire a et吾 abrogeeapr色sla guerre. 

Car on l'avait critiquee en raison de la violation de la libert邑individuelle

garantie par la nouvelle Constitution. Par contre， en France， qui a bien 

entendu la Constitution de 1958 et la c邑l邑breDeclaration de Droit de l' 

Homme， il y a encore une instruction pr吾paratoireentre la phase de l' 

enquete de police et la phase de l'audience au tribunal. Dans cet article， 

本Professeuradjoint a la FacuIte de Droit de I'Universite de Hokkaido 

北法41(2・537)1047 W 
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on examinera si ce systeme satisfait l'exigence constitutionnelle en 

analysant les caracteristiques de la procedure penale fransaise et 

comparant la France et le Japon. 

La France a reconnu la Declaration de 1789 par le Pr吾ambulede la 

Constitution de 1958， et celle.ci a， en meme temps， construit le Conseil 

Constitutionnel， dont le rδle est de consiste a examiner la constitution. 

nalite de la loi. Les principes concernant le droit criminel， contenus dans 

la Declaration. aussi bien que dans la Constitution sont donc devenus la 

principale source du droit. 

Alors， I'instruction constitue I'une des phase.cles du proc邑spenal 

fransais. En effet， elle concerne directement la sauvegarde de la liberte 

individuelle et du droit de d邑fense.Or， en s邑parantles fonctions， on 

prot色gemieux les libertes individuelles， car des magistrats differents vont 

pouvoir se contrδler， les exces de I'un etant compenses par la prudence de 

l'autre. Le systeme fransais semble avoir l'avantage de ce point， parce qu' 

il a trois phases dirigees par trois fonctionnaires differents I'agent de 

police ou le procureur， le juge d'instruction et le juge de siege. 

Le principe de sεparation des fonctions peut etre divis吾endeux. L' 

un， c'est I'autonomie des fonctions de poursuite et de jugement. L'autre， c' 

est le principe de la s邑parationdes fonctions d'instruction et de jugement. 

Ce dernier， c'est pour la conservation de la presomption d'innocence 

plutot que pour la s吾parationdes pouvoirs， car les fonctions d'instruction 

et de jugement sont confies toutes les deux a I'autorit吾judiciaire.
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